
①基本サービス費　介護保険利用者負担額 ②食費及び居住費

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

日額（１割） 日額（２割） 日額（３割）

要支援１ ５２９円 １，０５８円 １，５８７円

要支援２ ６５６円 １，３１２円 １，９６８円 ８８０円/日 ８８０円/日 １，３７０円/日 １，３７０円/日

要介護１ ７０４円 １，４０８円 ２，１１２円

要介護２ ７７２円 １，５４４円 ２，３１６円

要介護３ ８４７円 １，６９４円 ２，５４１円

要介護４ ９１８円 １，８３６円 ２，７５４円

要介護５ ９８７円 １，９７４円 ２，９６１円

③加算　介護保険利用者負担額（該当するもののみ算定します）
１割 3割
４円 １２円
８円 ２４円

□ 夜勤職員配置加算（Ⅱ）　　１８単位/日 １８円 ５４円
２０円 ６０円

□ 生活機能向上連携加算 １００単位/月 １００円 ２００円 ３００円
リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を３月ごと
に１回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと。
※　個別機能訓練加算を算定している場合

□ 機能訓練体制加算　　　　　１２単位/日 １２円 ２４円 ３６円 専従の機能訓練指導員を１名以上配置している場合

□ 個別機能訓練加算　　 　　５６単位/日 ５６円 １１２円 １６８円
専従の機能訓練指導員を１名以上配置し、看護・介護所員等と共同して個別の
機能訓練計画を作成・実施している場合

□ 送迎加算　　 　　　　　 １８４単位/片道 １８４円 ３６８円 ５５２円 利用者を自宅まで送迎した場合

３６円
人員基準+１人以上の介護・看護職員を夜間に配置している場合

□ 夜勤職員配置加算（Ⅳ）　　２０単位/日 ４０円

加算内容 ２割 算定根拠
□ 看護体制加算Ⅰ（イ）　 　 　 ４単位/日 ８円 常勤の看護職員が１名以上であり、かつその数に１名を加配し、２４時間の連絡

体制を確保している場合□ 看護体制加算Ⅱ（ロ）　　 　 ８単位/日 １６円

第３段階②
世帯全員が市民税非課税世帯で、本人の公的年金収入額　＋　合計所得金額
が　　１２０万円超かつ、預貯金の合計が500万円（夫婦は1500万円）以下

第４段階 市民税課税世帯

※負担限度額認定は市役所に申請が必要です。
利用者の方で所得や資産が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担
額が介護保険から支給されます。

 ※食費及び居住費の負担限度額について

第１段階 生活保護者等、世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者

第２段階
世帯全員が市民税非課税世帯で、本人の公的年金収入額　＋　合計所得金額
が　　８０万円以下かつ預貯金の合計が650万円（夫婦は1650万円）以下

第３段階①
世帯全員が市民税非課税世帯で、本人の公的年金収入額　＋　合計所得金額
が　　８０万円超１２０万円以下かつ、預貯金等の合計が550万円（夫婦は1550万

１，８００円/日

居住費 ２，０６６円/日

社会福祉法人　太陽の村　総合福祉施設グランビレッジ倉橋(ショートステイ)　料金表
令和6年8月1日現在

基本利用料金 第４段階

食費 ３００円/日 ６００円/日 １，０００円/日 １，３００円/日



□ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 　３単位/日 ３円 ９円

４円 １２円

日常生活費（シャンプー・リンス、バスタオル等）　：　１１０円/日

行事参加費：　実費相当

おやつ代について
★冬場、毛布や電気毛布などご持参いただいて結構です。◎湯たんぽは不可

　　　　　　　　　　　　（ただし、１コンセント５０円/1日（税別）の実費となります。）

□ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 0６単位╱日 ６円 １２円 １８円 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が５０％以上であること。

昼食を食べずにおやつのみ希望される方

おやつ代　　　　　１１０円　　頂きます

医療費 実費

その他 実費

□長期利用者減算　　　（31日～60日） ▲３０単位 連続して30日を超えて同一の短期入所生活介護事業所に入所している利用者

□長期利用者減算　　　（61日以降） ▲３２単位 連続して60日を超えて同一の短期入所生活介護事業所に入所している利用者

□介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）　　　　 
介護職員の賃金改善及び資質向上のための計画を策定し、行政に届け出を行うとともに
当該計画に基づき、適切な措置を講じた場合合計金額×１４．０％

□介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　　　　 合計金額×８．３％
介護職員の賃金改善及び資質向上のための計画を策定し、行政に届け出を行うとともに
当該計画に基づき、適切な措置を講じた場合

□介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）　　　　 合計金額×２．７％
介護職員の賃金改善及び資質向上のための計画を策定し、行政に届け出を行うとともに
当該計画に基づき、適切な措置を講じた場合

□介護職員等ベースアップ等支援加算　　　 合計金額×１．６％
介護職員の賃金改善及び資質向上のための計画を策定し、行政に届け出を行うとともに
当該計画に基づき、適切な措置を講じた場合

□ 緊急短期入所受入加算　　　　 ９０単位／日 ９０円 １８０円 ２７０円
利用者や家族の事情により、緊急にショートステイを利用することになった場合
（原則７日まで、やむを得ない事情がある場合は14日を限度）

□看取り連携体制加算　　　 　 ６４単位/日
看取り期の対応方針を定め、利用開始の際に利用者・その家族に内容を説明し、同意を
得ていること。（死亡日及び死亡日以前30日以下について算定は7日間を限度）６４円 １２８円 １９２円

□ 若年性認知症利用者受入加算  １２０単位／日 １２０円 ２４０円 ３６０円
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を決め、特性やニーズに応
じたサービス提供を行った場合

□認知症行動・心理症状緊急対応加算
２００単位／日

２００円 ４００円 ６００円
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であ
り、緊急にショートステイを利用となった場合（算定は７日間を限度）

８５０円 １，２７５円 ※　看護体制加算を算定していない場合

□ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２単位╱日 ２２円 ４４円 ６６円 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が８０％以上であること。

□ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) １８単位╱日 １８円 ３６円 ５４円 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が６０％以上であること。

短期入所生活介護を利用しているとき、利用者が利用していた訪問看護を行う訪
問看護事業所に利用者の健康上の管理を行わせた場合
※　看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定している場合

４１７単位/日 ４１７円 ８３４円 １，２５１円 ※　看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定している場合

□ 療養食加算　　 　　　　　　　 ８単位/食 ８円 １６円 ２４円 医師の指示を基に管理栄養士が適切な食事の提供を行った場合

□ 在宅中重度者受入加算　

４２１単位/日 ４２１円 ８４２円 １，２６３円

４１３単位/日 ４１３円 ８２６円 １，２３９円 ※　上記のいずれの看護体制加算も算定している場合

４２５単位/日 ４２５円

□ 医療連携強化加算　　 　　５８単位/日 ５８円 １１６円 １７４円
厚生労働省が定める特定の状態の利用者に対し、急変の予想や早期発見等の
ために看護職員による定期的な巡視や、主治の医師と連絡が取れない等の 場
合における対応を行った場合

６円 認知症の者の示す割合が５０％以上であり、対象者のに対して一定の割合の専
門的な研修修了者を配置、専門的なケアを実施している場合等□ 認知症専門ケア加算（Ⅱ）　 ４単位/日 ８円

□ 生活機能向上連携加算 ２００単位/月 ２００円 ４００円 ６００円
リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を３月ごと
に１回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと。


